
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     第２４１５回 ２０１５年 12 月 9 日（水）12:30～13:30 高幡不動尊        No.22 

      卓話『相続のお話』 青木 孝 様 
 【会長挨拶】 成田 恭隆 パスト会長 

	 	 

 横倉会長が海外出張ということで私が代わりにということにな 
りました。ロータリーの友 11 月号を読みまして、これはと思った 
所を用意させていただきました。 
 ひとつはロータリー財団補助金を使った中で「ブラジルの病院にやけど治療器を
寄贈」という記事です。このような場合の一番の問題はトラブルがあったときにメ
ンテナンスが出来なかったり、部品の供給が出来なかったり、使い方のトレーニン
グができなかったりすることですが、これはブラジルで調達されて現地で使うとい
うことで、一番困っている人に困った所を施すということです。 
 その次に感じた記事は「台湾山岳地の住民に無料健康診断と健康管理教育を」で
す。山岳民族の健康診断は難しいのです。何をターゲットにして健康診断をするか
ということをしなくてはならない。どういう疾患があるか、どういう状況であるか
をリサーチしてから機材等を持ってゆくということです。その他に採血を受けない
という方がいらっしゃいます。健康診断して、衛生講話をして聴かせるのですが、
識字率の問題で分かってもらえない。識字率を上げることによっていろいろなこと
を理解してもらえることをつくづく感じました。 
	 

≪例会プログラム≫ 
	 

【司会】 
 小峯 敏夫 
 例会向上委員長 
	 

【開会点鐘】 
	 成田 恭隆 パスト会長 
	 

【ロータリーソング】 
	 ソングリーダー 
 小林 雄太 君 
『我等の生業』 
 
	 

【ビジター・ゲスト紹介】 
	 パストガバナー補佐 
青木 孝 様 

東京日野 RAC 幹事 
上野 要平 君 

東京日野 RAC 
倉島 一樹 君 

東京日野 RAC 
金子 裕史 君 
	 

【ニコニコ報告】 
土方 邦人 委員長 
	 

【出席報告】 
	 板谷 誠一 委員 
	 

【委員会報告】 
	 青少年奉仕委員会 
	 

【卓話】 
 青木孝法律事務所所長 
 町田・中ロータリークラブ 
青木 孝 様 

	 

【幹事報告】 西山 尚之 幹事 
	 

・日野市少年軟式野球40周年誌回覧します。 
・光の家会報回覧します。 
・多摩南グループの各クラブより例会変更案内がきております。 
・東京原宿ロータリークラブより事務局移転の案内がきております。 
・東京グローバルロータリークラブの電話番号・ＦＡＸ番号の変更案内がきてます。 
・地区大会の案内がメールBOXに入っております。 
 	 【青少年奉仕委員会】 土方 淳 委員長 
 
 ブリティッシュヒルズ中学生国内留学ですが、19 日（土）結団 
式が執り行われます。現在、日野 RCから 15 名、飛火野 RCから 
5 名、その他 RAC 合わせて 20 数名の方々が結団式に出席してい 
ただけることになりました。当日の服装は 
クラブのブレザー、エンブレム、ネクタイ 
の着用をよろしくお願いします。 
 次にブリティッシュヒルズ引率者の 
RAC の 2 名を紹介します。         金子 裕史 君  倉島 一樹 君 
	 

  

 

 

 

  

	 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ニコニコ報告】 土方 邦人 委員長 
	 	 	 本日のニコニコ：    4,000円／累計 440,900円 
      ビジターフィー：         0 円／累計    8,000円 
 
	 	 

井村 廣巳 君  青木さん、本日の卓話よろしくお願い致します。今後もいろいろお世話になります。               
 西山 尚之 君  横倉会長欠席です。成田パスト会長と名コンビで乗り切ります。よろしくお願いします。 

 

 

東京日野ロータリークラブ会報 
 事務局：〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 
      ℡：042-594-3711 fax：042-593-0510 
 例 会：毎週水曜日（12:30より） 例会場：高幡不動尊客殿 
 ＵＲＬ：http://www.hino-rotary.org 
 メール：info@hino-rotary.org 
 

会長：横倉 利夫    幹事：西山 尚之 
会報委員会：北村 淳(委員長) 
      福田 多恵子  奥野 誠也 
      熊井 治孝   小林 雄太 
      森原 豊    山口 徹雄 
      成田 恭隆   遠藤 力 

	 

【卓話：相続のお話】 青木孝法律事務所所長 青木 孝 様 
	 

 昔は家を相続する家督相続がありました。今は財産相続で、一切の財産（+-共）が下に落ちてく 
るという考え方をしています。相続も自分の財産を処分してゆくということですから、「遺言の自由」 
でどのように処分しても良いという事になります。相続の形態としては、良い財産も悪い財産もそっ 
くりそのまま受け継ぐのが「単純承認」で何も手続きをとらなければこれになります、+の範囲で-を受け継ぐのが「限
定承認」、それから「放棄」の 3つのやり方があります。 
 「ユイゴンの自由」、プロは「イゴンの自由」と言いますが、必ず書いておかれるのが良いかもしれません。人の一
生はいつからいつまでなのかというと、生まれてから死ぬまでが当たり前ですが、これを法律家に言わせると、一部露
出脈拍停止説などと言います。胎児も相続に関しては生まれたものとして扱うのは特別な扱いになっています。 
 遺言の種類は 3つあります。一つは手書きの「自筆証書遺言」、それから「公正証書遺言」この 2つがポピュラーで
す。3 つ目は「秘密証書遺言」と言いますが、これはほとんど利用されていません。「公正証書遺言」は原本が役場に
永久保管され、改変や紛失の恐れがない点では優れています。ただお金が少しかかります。なにも無いよりは良いから、
とりあえず遺言書をつくっておく。複数の遺言書が出て来た場合は、日付の新しいものが古いものを消してゆくことに
なっています。「自筆証書遺言」は手書きの遺言書で年月日と名前を書いて判を押すことが多いと思います。手書きが
ミソで、ワープロや代筆ではダメです。 
 「遺留分」は最低限の取り分であって、それを確保しなければならないとありますが、ご自分の意思に従ってお書き
になっておくのが良いと思います。効力はどの遺言書も全く同じです。ただ「公正証書遺言」の方が正確性があって争
いを防ぎやすいという意味では良いということでしょうか。 
 分割はどうするかというと、法定相続分はあくまでも最後の限界として法律が定めた分で、話し合いで全員の合意が
出来れば遺言書があってもどのように分けても構いません。合意が出来ない時は遺言書に従う。ただ遺言書の限界とし
ては遺留分があります。 
 
 

【出席報告】 板谷 誠一 委員 
	 

<事前のMU> 
 飯作 金彦(会員増強特別委員会) 
 森原 豊 (会員増強特別委員会) 
 村上 光 (会員増強特別委員会) 
 小倉 裕美(会員増強特別委員会) 
 宮野 孝雄(理事会) 
 横倉 利夫(理事会) 

 

 会員総数 
(出席免除数) 

出席総数 
(免除者出席数) 

MU 欠席 出席率 

本日報告 38 ( 5) 24 ( 3) (事前)6(1) 7 81.08% 

前回訂正 38 ( 5) 27 ( 3) (4)+0 6 83.78% 

前々回訂正 38 ( 5) 26 ( 3) (2)+0+0 8 77.78% 

 

 

 

 


